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1．CFCの会社概要
昨今の気候変動対策の潮流等



海外ビジネス
コンサルティング

環境経営
コンサルティング

• 企業の環境経営に関するアドバイザリー。
戦略策定(Plan)、実施(Do)、検証・
改善(Check, Action)の全ての段階を
ワンストップで支援。

• TCFD、SBTi、CDPなどの気候変動対
策イニシアティブへの対応を支援。

• GHGプロトコルScope1-3算定、LCA
算定を実施・支援。

• GHG排出量削減具体策の検討・実施
を支援。再エネ調達、カーボンクレジット
の購入、植林など。

• 株主や投資家への報告書作成を支援。

Office Location

Phone

E-mail

CEO

カーボンフリーコンサルティング株式会社
〒231-0012
神奈川県横浜市中区相生町6-113 オーク桜木町ビル6階

045-222-3400

contact@carbonfree.co.jp

中西 武志

植林

カーボンフリーコンサルティング株式会社は、人々が地球環境と共存する社会・紛争のない社会づくりに貢献することを目指し、カーボン
フリーを超えてカーボンゼロを追求します。現在は以下を事業領域の三本柱と位置付け、コンサル活動を展開しています。
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• 植林の意義・目的を明確化し、植林ス
ポンサー契約を締結。

• 植林実施。植林地は、中国内モンゴ
ル自治区、モンゴル国セレンゲ県、長
野県信濃町。

• 植林体験・視察ツアー。
• 植林年次報告書にて報告。
• 植林ホームページ「Tree Station」に
て各企業の森を紹介。

http://carbonfree.co.jp/tree-
station/

• 企業活動の現状分析により海外進
出戦略の策定を支援。

• 海外事業の計画策定、採算性分析
などを支援。

• 外国政府・自治体、連携パートナー
企業とのネットワーキングを支援。

• 資金調達を支援。政府・自治体の補
助金申請。投資ファンドの紹介など。

• 政府・自治体、株主や投資家への報
告書作成を支援。

• 広報資料作成の支援。

mailto:contact@carbonfree.co.jp


国連気候変動枠組条約で気候変動
対策の基本方針を決定。京都議定
書、パリ協定などで具体的ルール
*を定める。

*世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べ
1.5℃に抑える等。

1992

国連気候変動
枠組条約

Kyoto
Protocol

1997

京都議定書
2015

パリ協定
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気候変動対策はなぜ求められるのか…

条約や協定の成立により、各国政
府が取組を開始。同時に民間の国
際的イニシアティブが活発化。

各国政府

今や企業は株主だけでなく取引先
からもGHG排出の情報公開、目
標設定、再生エネルギーの活用が
求められている。
※ESG運用資産額は世界で103兆ドル、日本で
336兆円。

情報公開

目標設定

再エネ活用

国際イニシアティブ
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企業のSBT設定を目指
すイニシアティブ。企
業のGHG排出削減目標
をSBTとして認定し公
表。
中小企業版SBTの申請
が増加。

*SBT(Science Based 
Targets):パリ協定の気温上昇
目標達成に向けた気候科学に
基づく削減シナリオと整合す
る削減目標。

企業などに環境戦略や
GHG排出量の開示を求
めるプロジェクト。時価
総額上位企業に質問書を
送付して格付、投資家に
情報を提供。一部中堅中
小企業にも要請。

*GHG（Green House Gas)：
温室効果ガス。二酸化炭素、メ
タン、一酸化炭素、フロンなど
がある。

企業が使用電力を
100%再エネで調達す
ることを目指すイニシ
アティブ。2050年まで
に全消費電力を再エネ
にすることを目標。参
加企業は年1回の報告義
務あり。

企業などに気候に関する
財務情報の公開を促すた
めのタスクフォース。企
業等に気候関連情報公開
方法を勧告。2024年から
はIFRS傘下の国際サステナ

ビリティ基準審議会(ISSB)
が企業の気候関連情報開
示の進捗監視を引継いだが、
開示の枠組みは現在も有効。

責任ある投資を促すた
め国連のサポートで設
立された独立機関。
ESG等の投資原則を策
定し、アセットオー
ナーや投資家へのガイ
ダンスを行っている。

国際イニシアティブによる要請⇒組織のサプライチェーン排出量の捕捉・開示

選ばれる企業となるために…

中堅中小企業からの支援要請増



2．最近の取組事例
LCA、TCFD対応等



最近の取組事例から
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大企業（SMEへの波及） 中堅中小（SME) 企業事例

• グローバル展開 運送業 （プライム上場）
グローバル拠点（200か所弱）におけるScope1,2
の排出係数洗出しと算定。
国内事業における年間Scope2のゼロ化。
（非化石証書購入）海外サプライヤーからの

プレッシャーによりCDP・SBT対応を支援。
同業他社分析、対外開示情報の監修支援。

• アパレル素材商社（非上場）
TCFD対応に沿った開示支援。
Scope1、2排出相当量を再エネJクレジット・非化石証書により
ボランタリーにオフセット。
捺染過程のLCA分析、再生ポリエステル繊維・
オーガニックコットンの商品訴求・比較分析。

• 土木建築 （プライム上場）
TCFD対応未着手先のフルサポート。本社、工場
主要現場等を実査のうえ、データ収集手法等を協議。
複数年度にわたり開示を高度化、リスク管理体制強化。
業界団体のカーボンニュートラル宣言、先行他社への追随

• 高排出業界からの要請

建築・土木・不動産等

印刷（紙・特殊包装）業界のTCFD対応・LCA

廃棄物リサイクル処理・ケミカル分解の分析など。

同業他社動向や、サプライチェーン先からの要請。

• Scope1,2算定目標設定＋SME-SBTの申請支援パッケージ：

廃棄物処理業、サービス業、医療品製造等

（2024年3月より新基準に移行、該当基準がより厳格化したが、

該当企業にとってはメリット大）

• 独自取組の環境対応・SDG活動の可視化・LCA手法に

よる客観分析：製造業等

（植林活動、省エネ機材導入、リサイクル素材への切替え等）
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◼ 会社全体の排出量算定と削減目標設定：

自動車や航空機エンジンで使用される

金属部品製造会社のScope1,2 

⇒ 会社のアクティビティの可視化、CDP対応支援

◼ LCA：高級輸入タイルの 生産～輸入～国内販売

⇒ 欧州生産拠点から日本までの国際運輸部分＋国内配送の

排出分をクレジットでオフセット、環境配慮型高級タイルとして販売

（GHGプロトコルの適用外、ボランタリーな削減活動）

◼ LCA： 廃材の再生木材チップを主原料とするPB

⇒ 再生材利用による吸収効果とCO2排出削減効果を

石膏ボードとの比較分析により訴求、その後SME-SBT取得支援

◼ Scope1,2の算定 ＋ SME-SBT申請： リゾートホテルの環境経営支援

⇒ 世界自然遺産登録地区に位置するホテルの環境負荷

低減の取組のアピールとブランディングを企図

中堅中小企業の
具体的取組事例
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中堅中小企業の事例
( リゾート ホテル の ケ ース )

SME-SBT の認定
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大手企業の取組
【 中 堅 中 小 へ の 波 及 】

◼ 会社全体の排出量算定： Scope1-3、削減目標設定、対外開示内容の検討

土木・橋梁等製造会社

⇒ 会社全体のアクティビティの可視化 （本社・工場・資材センター、主要現場）

TCFD 対応、Scope2の削減（再エネ化、クレジット）、CDP 対応準備

◼ 金融機関のTCFD開示： リース事業の可視化、削減目標設定等

⇒ リース資産の把握（計上方法等）

不動産等の資産管理業務、航空機ファイナンス等の高排出業務の取扱い

◼ LCA：製鉄系廃棄物処理プロセス・リサイクル事業会社

⇒ 廃棄物由来のサーマル利用（熱・発電）による削減効果訴求

廃棄物由来商品のマーケティング（肥料）

◼ LCA： タイヤ会社のリトレッドタイヤ使用のマーケティング

⇒ タイヤのリトレッド化のアピール（リサイクル使用、低CO2排出）

高排出業界の取組・工夫の可視化、新商品開発へのヒント

◼ LCA： 食品会社のホットスポット分析

⇒ 冷凍食品の原料等の排出量分析により、代替原材料の可能性を探る

大手小売店（スーパー、コンビニ）や消費者の環境配慮要請に沿う動き



LCAとは？
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排出量の算定・環境影響評価
企業から算定に必要なデータを入手し、排出量を算定します。
また、環境負荷のある物質による影響を評価します。データの
入手が難しい場合は、既存の類似データで代用します。

算定範囲の確定
算定対象の範囲を確定します。一般的に、
ライフサイクル全般を算定する場合
(cradle to grave: ゆりかごから墓場まで）または
資源採掘から製造・出荷まで(cradle to gate) を算定する場合
があります。

算定結果のとりまとめ
算定結果から、主要なGHG排出源や環境影響の原因を分析し、対応
策の検討に繋げます（所謂 Hot Spot 分析）
また、自社商品の環境負荷軽減を示せる場合は、マーケティング等に積
極活用する事例も増えています。

製品のライフサイクル

※LCA：ライフサイクルアセスメント、製品・サービスのライフサイクルにおける環境負荷を定量的に評価する手法

Cradle

Gate

Grave



製造原材料調達

CO2換算排出量
●● kg-CO2eq

製織 染色綿花収穫

投入
（種、苗木）

肥料等
電力
燃料
輸送他

製品システム（データ収集範囲） 綿花収穫→紡績→製織・染色・廃棄
（縫製、流通、販売、使用による排出は対象範囲外）

条件設定 1㎡の綿織物を製造したと想定

算定方法 各活動量に排出原単位を用いて算定

紡績

資源採取

使用後
廃棄

投入
（綿紡績糸）

電力
燃料他

投入
（綿織物、インキ、
型紙、ローラー）

染料
電力
燃料他

投入
（綿花）

紙管
電力
燃料

廃棄物処理他

CO2排出量
●● kg-CO2

CO2排出量
●● kg-CO2

CO2排出量
●● kg-CO2

投入
（綿織物、溶

剤）

廃棄物処理
排水処理他

CO2排出量
●● kg-CO2

CO2排出量
●● kg-CO2

縫製・流通
販売・使用

プロセス
(省略）
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織物物のLCA分析例



前提条件：
1. 通常のケースは1.- 5.を経て廃棄・サーマル利用で終了、その繰り返し
2. リトレッド活用の場合は、5.過程の後に再度1．原材料調達に戻る。複数回の

リサイクルを想定
3. リトレッドのケースも、初回はバージン材からの製造を想定
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1. 原材料調達

（タイヤ原料・コンパウン

ド）

2. 生産

（新タイヤ・リトレッド）

3. 流通

（共通過程：算定除外）

4. 使用

（共通過程：算定除外）

5. 廃棄（サーマル利用）・

リサイクル（リトレッド）

1-3 回

新
材

リトレッドタイヤのLCA分析例（回転使用の削減効果）

2回転 1回当り 3回転 1回当り 4回転 1回当り

Cradle to Gate サーマル活用

TB一般タイヤ 186.2 -37.4 297.6 148.8 446.4 148.8 595.2 148.8

リサイクル輸送 リトレッド生産

リトレッド 5.04 64.6 218.4 109.22 288.1 96.027 357.7 89.43

（初回は一般タイヤ）

2回転 3回転 4回転

リトレッドの削減効果 KGCO2 -39.58 -52.77 -59.37

％削減 -27% -35% -40%



0.000

200.000

400.000

600.000

800.000 原材料 製造

GBPB2

GB比
−70%

削減

PB1
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LCA算定例（パーティクルボード vs 他素材）



木材チップへの炭素固定量

バイオマスに占める炭素の割合=50%
→木材チップ1kgあたり、約0.5kgの
炭素が固定されていると見なせる
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パーティクルボードの炭素固定効果について



3．中堅中小企業の開示例



GHG排出量の算定
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A社のScope１＆２を算出するためのデータを、ヒアリングシートを用いて収集

Scope１はエネルギー別、Scope2は各拠点別に分析

ヒアリングシート
A社のGHG排出量結果



目標と削減策

19

GHG排出量の結果をもとに、パリ協定が求める水準と整合した国際的イニシアティブであるSBTiの目標を参照しながら

削減目標を設定し、その目標を達成するための具体的削減策を策定した。

具体的削減策の例

A社の削減目標（1.5℃水準）



他社比較分析
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A社の環境対応の立ち位置をみるため、炭素強度（Carbon intensity）を同業他社と比較した。炭素強度は、

売上高（百万円）に対するGHG排出量の割合を示すもので、この値が低い程優れていることを示す。

A社の炭素強度分析結果

A社の場合、金属加工と物流事業という排出
量が比較的大きい両事業を有する特殊性も
あり、炭素強度が高めとなったと考えられる。

また、中堅の同業他社での開示事例がないた
め、大企業との比較となり、結果として比較的
高めの結果となった。



4．国際イニシアチブの活用方法
I FRS  S2(旧TCFD) ,SBT i&CDP等



2007: CDPが世界経済
フォーラムでCDSBを設立

2015:金融安定理事会
（Financial Stability 

Board）によって設立。ISSBの
重要な基礎となった。

1997: 最も広く使われている持続
可能性基準であり、IFRS S1および
S2に影響を与え、補完的な情報源

となっている。

2021: ISSBは、IFRSサステナビリティ基準の
未提出の1セットを作成するために設立される。

2020: SASBとIRフレームワークがバ
リューレポート財団に統合され、基準が

一本化。

2020: CDPは、投資家の圧力
を活用して企業の情報開示を改
善するために設立された。

PRIとGHGは新
基準とは異なる
ままを維持。

2024年より国際基準が統一化



サステナビリティ基準の“親”であるIFRS財団とは？

◼ IFRS財団とは、企業などに気候に関する財務情報の公開を促すイニシアチブであり、世界の金
融市場に透明性、説明責任及び効率性をもたらすIFRS基準の開発を目的としている財団であ
り、2021年のCOP26にて、国際的に統一された比較可能なサステナビリティ開示基準策定のた
めISSB（国際サステナビリティ基準審議会）を設立し、2024年からTCFDの役割をIFRS財団
の監督に引き継いだ。

◼ ISSBは、「全般的な開示要求事項（S1基準）」及び「気候変動関連基準（S2基準）」を
策定し、企業等に気候変動の財政的影響に関する情報開示を促している。
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SBTi（科学的根拠に基づく目
標設定イニシアチブ）とは、
2015年に採択されたパリ協定
の「1.5℃水準（世界の気温上
昇を産業革命前より1.5℃下回
る水準）」に基づいて、企業が
Scope1、２＆3のデータから
基準年と目標年を定め、中長
期的に設定する温室効果ガス
削減目標と、この目標が示す社
会の実現に対する目標設定を
促すイニシアチブみである。

CDPは企業や市などに環境戦略や
GHG排出量データの開示を求める
イニシアティブである。ロンドンに本拠
を置くNPO団体CDP（旧Carbon 
Disclosure Project）が運営してい
る。質問書には、参加企業がそのサプ
ライチェーン企業に開示を求めている
かを確認する質問が含まれており、
CDPから企業に対して質問書を送付
し、その回答を基に企業の格付け（A
～F) を行い、その結果を投資家等に
提供している。大企業がサプライヤー
である中堅中小企業にも要請する
ケースも増加。

TNFD（Taskforce on Nature-related 
Financial Disclosures: 自然関連財務情報
開示タスクフォース）とは、企業活動がもたらす自
然、生物多様性への影響を可視化させ、それら
を評価、管理、報告するための枠組みを提供して
いるイニシアティブのことである。自然と社会の相互
作用を「依存」、「影響」、「リスク」、「機会」の指
標をもとにして分析する。世界経済フォーラムの推
計によると、自然に対する依存度が中、高レベル
に該当する経済活動は、世界経済の半分以上
（44兆米ドル分の創出された経済価値）を占め
ている。

各イニシアチブの目的と概要
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どのイニシアチブから活用すべきか

大企業が対応可能なステップ 中小企業（SME）が対応可能なステップ



SMEはなぜSBTを選択するのか？
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近年、投資先や取引先選定における差別
化要素としてSBT認定を重要視するように
なった。SBT認定を得ている企業は、毎年
100％以上の増加をみせている。

大企業がSBT認定を得る手段として、サプ
ライヤーエンゲージメント目標の設定すること
に伴い、取引先に目標設定を求める企業
が増加している。例としては住友化学、イオ
ン等があげられる。住友化学は生産重量の
90％に相当するサプライヤーに、イオンは購
入した製品・サービスによる排出量の80％
に相当するサプライヤーにSBT目標の設定、
認定をさせている。
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中小企業はScope1、2＆３の
データから目標を策定する大企
業とは異なりScope１＆２の
データのみで目標を策定できる。



SBTのSME対象企業の必須基準
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2024年3月より、欧州連合（EU）の企業持続可能性報告指令（Corporate Sustainability Reporting 
Directive）の中小企業基準に準拠してSMEs対象企業の基準が変更。

◼Scope1及び、ロケーション基準でのScope2の総排出量が10,000 t-Co2e未満であること
◼金融機関または石油・ガス部門に分類されていないこと
◼Sector-specific criteria、SDA（Sectoral Decarbonization Approach）を用いて目標設定する必要
がある業界でないこと
◼通常版SBT認定を取得可能な親会社のビジネスに関与している子会社ではないこと

◼従業員数250人未満
◼売上高5,000万ユーロ未満（約84億：2024年4月時点）
◼総資産が2,500万ユーロ未満（約42億：2024年4月時点）
◼FLAG（森林・土地・農業）部門に分類されていないこと

必須基準に加えて下記の3つ以上を満たしている企業

必須基準

Source: https://sciencebasedtargets.org/resources/files/FAQs-for-SMEs.pdf



SME-SBT申請から除外される業界
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SBTではセクターごとに目標設定アプローチが異なり、高排出量セクターに対しては目標設定の値を定めるためのツール、
SDA（Sectoral Decarbonization Approach）の使用が定められている。現在のSMEの対象は、これらのセク
ターに該当しないことが条件となっている。

◼ アルミニウム
◼ アパレルとフットウェア
◼ 航空
◼ 建物（商業ビル等）
◼ 化学製品
◼ セメント
◼ 金融機関

◼ 森林・土地・農業（FLAG）
◼ 情報通信技術（ICT）
◼ 陸上輸送
◼ 海上輸送
◼ 石油・ガス
◼ 電力
◼ 鉄鉱

対象外の業界



29

2024年からCDPにもSME質問書が導入

下記の条件を満たしている企業がSMEs質問書を選択できる
ようになっている。

1. 従業員数：500人未満
売上高：USD 50 million未満 （約77億円）
⇒ SMEsを推奨

2. 従業員数：500人未満
売上高：USD 50 million - 250 million 未満
（約387億円）

3. 従業員数：500 - 1000人未満
売上高：USD 250 million 未満
⇒ 2,3はSMEsでも申請可だが、Full Versionを推奨

SMEsの質問書は、SMEsの視点や環境に
対してSMEsが対応できる範囲を考慮して

構成されている。



では何から始めれば良いのか？
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地球温暖化は世界経済や自然環境に
深刻なリスクをもたらしており、政府のみ
ならずSMEs企業にもGHG排出量削減
の対策強化が求められてきている。

サプライヤーや顧客からいつGHG
排出量や環境対応の開示を求め
られるかわからないこのご時世。

1. 準備＆

理解

2．KPI

分析＆重要

性を判断

3．組織体

制を構築

4．国際

イニシアチブ

の活用

目的＆目標の明確化
データ収集・分析、ニーズを明
確化し、気候変動対策におけ

るリスクと機会を把握

経営者を加えて、取り組み体
制を整える

目的、実施可能範囲に合わ
せてイニシアチブを選択・活用



ご清聴ありがとうございました

カーボンフリーコンサルティング株式会社

contact@carbonfree.co.jp

https://carbonfree.co.jp/

https://carbonfree.co.jp/

